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新規テナント出店応援・空き店舗リノベーション助成事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 コロナ禍を契機に本町への移住を決め、新たに空き店舗をリノベーション

し、地域経済の活性化を図ろうとする者を応援すべく、空き店舗改修費用の一部

を補助金として交付することに関し、松島町補助金等交付規則（平成１６年松島

町規則第２７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定

めるとおりとする。 

⑴ 移住者 町外に居住している者が、町内に住み続けることを目的として転入

する者 

⑵リノベーション 既存の建物に対して、新たな機能や価値を付け加える改装工

事をいう。 

⑶ 空き店舗 平成２９年５月３１日以前に建築された建築物とし、申請時にお

いて事業を行っていない店舗（併用住宅における店舗部分を含む。）をいう。 

⑷ 新規テナント 町内の空き店舗を購入または賃貸借し、新たに事業を開始す

ることをいう。 

⑸ 出店 次に掲げるいずれかに該当する場合をいう。 

ア 移住者が所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２２９条に規定する開

業等の届出を行い、町内で新たに事業を開始する場合 

イ 移住者が町内に本店所在地を置く法人を設立し、自らが代表者となって

町内で新たに事業を開始する場合 

⑹ 定住 町の住民基本台帳に記録され、かつ、その生活基盤を専ら町内に置き、 

町の住民として５年以上居住することをいう。 

⑺ 市町村税等 個人住民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をい 

う。 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、町内にある空き店舗を活用して事業を開始し、継続してそ

の事業を展開する見込みのある個人（移住者）であって、交付申請時において以

下の要件を満たすものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合にはこの限

りではない。 

⑴ 市町村税等を滞納していないこと。 

⑵ 年齢が６０歳未満で、次に掲げるいずれかの者であること。 
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ア 町外に居住し、町内に定住する意思のある者 

イ 令和２年４月１日以降に町内に居住し、町内に定住する意思のある者 

⑶ 事業開始後、３年以上継続して当該事業を継続する意思があること。 

２ 前項に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者か

ら除くものとする。 

⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律（昭和２３年法第１２２

号）第２条第２項の風俗営業者 

⑵ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者であるとき。 

⑶ 代表者、役員、又は使用人その他の従業員等が、暴力団による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団

員又は暴力団の構成員若しくは暴力団と密接な関係を有する者であるとき。 

⑷ その他町長が適切でないと判断する事業を行うとき。 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費とは、店舗のリノベーションにかかる費用であって、別表１

に掲げるものとする。 

２ 前項の補助対象経費について、同様の支援・補助等を受けている又は受ける予

定である場合は、補助対象経費から当該支援・補助等の額を控除した額を補助対

象経費とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、対象経費の２分の１以内の額又は５０万円のうち、いずれ

か少ない額とし、予算の範囲内で交付するものとする。 

２ 補助金の額は１，０００円単位とし、１，０００円未満の端数が生じたときは

これを切り捨てるものとする。 

（交付の申請） 

第６条 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、新規テナント

出店応援・空き店舗リノベーション助成事業補助金交付申請書（様式第１号）に

よるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。この場

合において、申請を行う者が松島町創業支援事業補助金の申請をしているときは、

第２号の書類を省略することができる。 

⑴ 申請者及び居住している者の全ての世帯員について、交付申請時点における

市町村税等の未納がないことの証明書 

⑵ 新規テナント出店応援・空き店舗リノベーション助成事業補助金事業計画書

（様式第２号）及び 新規テナント出店応援・空き店舗リノベーション助成事業

補助金事業収支予算書（様式第３号） 
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⑶ 工事に要する経費の内訳が確認できる資料 

⑷ 店舗の建築年数を証明する書類（登記事項証明書等） 

⑸ 付近見取図、工事箇所の図面及び写真（施工前の状況を撮影したもの） 

⑹ その他町長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 町長は、前項の申請書類を審査の上、補助金を交付することが適当と認め

たときは、補助金の交付を決定し新規テナント出店応援・空き店舗リノベーショ

ン助成事業補助金交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものと

する。 

２ 町長は、補助金を交付しないことが適当と認めたときは、新規テナント出店応

援・空き店舗リノベーション助成事業補助金不交付決定通知書（様式第５号）に

より申請者に通知するものとする。 

（変更等の手続） 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は、補助事業の内容を変更し、又は中止するときは、新規テナント出

店応援・空き店舗リノベーション助成事業補助金事業変更（中止）承認申請書（様

式第６号）に、内容変更の場合にあっては変更内容を証する書類を添えて、速や

かに、町長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認める

ときは、新規テナント出店応援・空き店舗リノベーション助成事業補助金事業変

更（中止）承認通知書（様式第７号）により当該申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 規則第１２条の規定による実績報告書の様式は、新規テナント出店応援・

空き店舗リノベーション助成事業補助金実績報告書（様式第８号）によるものと

し、その提出期限は開業した日から起算して３０日以内又は令和５年２月２８日

のいずれか早い日までとする。 

２ 規則第１２条の規定により、実績報告書に添付しなければならない書類は次の

とおりとする。 

⑴ 施工箇所の図面及び写真（施工中、施工後の状況を撮影したもの） 

⑵ リノベーション工事の契約書の写し 

⑶ 第４条各項に掲げる経費に係る領収書 

⑷ その他町長が必要と認める書類 

（額の確定） 

第１０条 規則第１３条による補助金の額の確定は、新規テナント出店応援・空き
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店舗リノベーション助成事業補助金額確定通知書（様式第９号）によるものとし、

町長は、前条の規定による報告があったときは、書類の審査及び必要に応じて行

う現地調査等により、交付すべき額を確定し、交付決定者に通知するものとする 

（補助金の請求） 

第１１条 補助金の請求は、新規テナント出店応援・空き店舗リノベーション助成

事業補助金請求書（様式第１０号）によるものとする。 

（交付決定の取り消し） 

第１２条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金

の交付の決定を取り消すことができる。 

⑴ この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。 

⑵ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（補助金の返還） 

第１３条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合におい

て、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対して補助

金の返還を求めるものとする。 

２ 補助金の交付を受けた者は、前項の規定により返還を求められた場合には、直

ちに当該補助金を返還しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月２８日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに

交付決定のあった補助に関する規定については、この告示の失効後も、なおその

効力を有する。 
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別表１（第４条関係） 

区分 工事内容 

増築 既存の店舗部分の存しない箇所に、新たに店舗部分を拡張する工事 

改築 既存の店舗部分の一部を取り壊し、当該店舗部分が存した箇所に店舗部分を

改めて建築する工事 

改修 １ 店舗の耐久性を高める工事 

⑴ 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の工事 

⑵ 塗装工事 

⑶ 建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事 

⑷ その他耐久性を高めるために必要な工事 

２ 店舗の安全性又は防災上必要な工事 

⑴ 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事 

⑵ 柱、梁、筋かい等について有効な補強を行う工事 

⑶ 外壁の等防火性能を高める工事 

⑷ 屋根を不燃材で葺き替える等の工事 

⑸ 段差解消、スロープ等の設置又は改修工事 

⑹ その他安全上又は防災上必要な工事 

３ 店舗の機能の向上を図るための工事又は店舗の衛生上必要な工事 

⑴ 襖・障子・網戸・畳の張替を行う工事 

⑵ 床材・内壁・天井の貼り替え、内装の塗装工事 

⑶ 扉、窓ガラス・サッシの交換工事 

⑷ 店舗間仕切りの変更等の模様替えを行う工事 

⑸ 厨房等の給排水・衛生（換気を含む）設備工事 

⑹ その他環境を良好にするため又は店舗の衛生上必要な工事 

⑺ 冷暖房設備（エアコン等）の設置費用 

⑻ 環境負荷低減に資する工事（断熱、LED照明設置による省力化やCO2

削減による環境への配慮等を目的とした工事。ただし、太陽光発電設備

は対象外とする。） 

４ 新しい生活様式に対応する工事 

⑴ タッチレスドア等の設置工事 

⑵ 機能性壁紙（抗ウイルス対応の壁紙等）の張替え工事 

⑶ その他、感染症対策のために必要な工事 

 


